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社会福祉法人福島県社会福祉協議会 

地域包括・在宅介護支援センター協議会運営要領 

 

（目 的） 

第１条 この運営要領は、社会福祉法人福島県社会福祉協議会部会・委員会及び協議会規

程第８条に基づき、協議会運営に必要な事項を定めることを目的とする。 

 

（構成及び会員） 

第２条 社会福祉法人福島県社会福祉協議会地域包括・在宅介護支援センター協議会（以

下「本会」という。）は、県内の在宅介護支援センター並びに地域包括支援センター（以

下「支援センター」という。）を持って構成し、会員とする。 

 

（事 業） 

第３条 本会は、県内の各支援センター及び関係機関等との連絡調整を行い、支援センタ

ーの機能を強化し、本県における高齢者福祉の充実を期するため、次の事業を行う。 

（１）支援センターの機能の充実に資する各種の調査、研究討議 

（２）各支援センターの活動の充実に資する情報の確保と提供 

（３）支援センターの職員の資質の向上を図るための各種研究 

（４）支援センター及び在宅介護サービス等に関する広報及び啓発 

（５）各支援センター及び関係機関等との連絡調整 

（６）その他本協議会の目的を達成するために必要な事業 

 

（総 会） 

第４条 総会は、会長が召集し、その議長となる。 

２ 総会で協議する事項は次のとおりとする。 

（１）事業計画及び事業報告に関する事項 

（２）予算及び決算に関する事項 

（３）役員の選出に関する事項 

（４）運営要領の制定及び改廃に関する事項 

（５）その他、会長が附議した事項 

３ 総会は、年１回以上開催する。 

４ 総会は、会員の過半数の出席で成立する。 

  ５ 前項の場合において、あらかじめ書面をもって、欠席の理由及び総会に付議される事

項についての意思を表明した者は、出席者とみなす。 

６ 総会の議事は、出席者の過半数で決し、可否同数のときは、議長の決するところによ

る。 

 

 

 

 



 

（役 員） 

第５条 本会に次の役員をおく。 

（１）協議員    ９名以内 

 （２）監 事   ２名以内 

２ 本会に会長１名および副会長２名をおく。 

３ 会長及び副会長は、協議員の互選による。 

４ 会長は会務を総括する。 

５ 副会長は、会長を補佐し、会長に事故あるときはその職務を代理する。 

６ 監事は本会の事業及び会計を監査し､総会に報告する｡ 

 

（役員の選任） 

第６条 協議員は総会において次の各支部より選任する。 

   県北支部・２名、県中支部・２名、県南支部・１名、会津支部・２名 

   相双支部・１名、いわき支部・１名 

２ 監事は総会において選任する。 

 

（役員の任期） 

第７条 役員の任期は、選任後２年以内に終了する事業年度のうち最終のものに関する総

会の終結の時までとし、再任を妨げない。 

２ 補充役員の任期は、前任者の残任期間とする。 

３ 役員は、第５条に定める定数に足りなくなるときは、任期の満了又は辞任により退任

した後も、新たに選任された者が就任するまで、なお役員としての権利を有する。 

 

（役員会） 

第８条 役員会は必要に応じて会長が召集し、その議長となる。 

２ 役員会で協議する事項は次のとおりとする。 

（１）総会に付議する事項 

（２）その他、会長が附議した事項 

２ やむを得ない事情により役員会の招集が困難な場合は、書面等により会議を開催する

ことができる。 

 

（委員会） 

第９条 本会の業務を円滑に行うため、委員会をおくことができる。 

２ 委員会は次のとおりとする。 

（１）企画広報委員会 

 （２）研修委員会 

３ 委員会は次により選出された委員により構成する。 

（１）企画広報委員会 

各支部より１名ずつ選出された者 

 



 

（２）研修委員会 

①各支部より１名ずつ選出された者 

②役員会において指名した者 

４ 各委員会に委員長１名、副委員長１名をおく。 

５ 委員長、副委員長は委員の互選とする。 

 

（支 部） 

第 10条 本会に支部をおくことができる。 

２ 支部の設置は、次の区分による。 

（１）県北支部（福島市、二本松市、伊達市、本宮市、伊達郡、安達郡の区域） 

（２）県中支部（郡山市、須賀川市、田村市、岩瀬郡、石川郡、田村郡の区域） 

（３）県南支部（白河市、西白河郡、東白川郡の区域） 

（４）会津支部（会津若松市、喜多方市、耶麻郡、河沼郡、大沼郡、南会津郡の区域） 

（５）相双支部（相馬市、南相馬市、相馬郡、双葉郡の区域） 

（６）いわき支部（いわき市の区域） 

 

（経 費） 

第 11条 本会の運営に要する経費は、会費及びその他の収入をもってあてる。 

２ 会費については、別に定める。 

 

     附   則 

  この運営要領は、平成９年４月１日から施行する。 

     附   則 

  この運営要領は、平成１４年５月１６日から施行する。 

     附   則 

  この運営要領は、平成１８年４月１日から施行する。 

     附   則 

  この運営要領は、平成１８年９月２６日から施行する。 

     附   則 

  この運営要領は、平成１９年５月１７日から施行する。 

     附   則 

  この運営要領は、平成２０年５月１９日から施行する。 

     附   則 

  この運営要領は、平成２１年５月２２日から施行する。 

附   則 

  この運営要領は、平成２９年４月１日から施行する。 

附   則 

  この運営要領は、令和元年５月２７日から施行する。 

附   則 

  この運営要領は、令和５年６月２６日から施行する。 


